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夏の交通事故防止県民運動 ７月21日～８月20日まで実施

高齢者講習専門講師が親切・丁寧に行います。
電話 055-285-0752

山梨県交通安全協会立山梨自動車学校軽自動車も多数準備してます。

７０歳以上の方は免許更新に高齢者講習が必要です。

免許証の取得・更新時に交通安全協会への入会をお願いしております。協力を頂いた会費は、悲惨な事故を一件でも
減らすため、各種交通安全活動団体への支援、各種交通安全教室の開催、反射材の普及の推進、交通事故見舞金等の
経費として全て活用しております。

交通安全協会会員の皆様への支援
◎弁護士無料法律相談　　◎交通事故見舞金制度　　◎免許証ケース及びセーフティドライブマップ等を進呈
◎Ｅメール会員の皆様には更新をＥメールでお知らせします。　◎経歴証明書発給の助成
◎新規免許取得の会員には、原付免許にはワイヤーロック、普通免許にはレスキューハンマーを進呈します。

令和元年度「夏の交通事故防止県民運動」（山梨県交通安全対策本部・山梨県交通対策推進協議会主
唱）が７月２１日（日）から８月２０日（火）までの間、実施されます。
① 飲酒運転の根絶　　　　　② 高齢者と子供の安全な通行の確保と高齢運転者の交通事故防止
③ 二輪車の交通事故防止　　④ 自転車の安全適正利用の推進
を運動の重点として行われますので、私たち県民一人一人が運動に参加し、一人でも多く交通事故に

よる犠牲者を減らしましょう。

会員募集のお知らせ 交通安全協会の会費は、全て交通安全活動に使われています。

北杜安協と長野県安協の合同街頭指導

（３）各地区交通安全協会の活動（２） 新任交通部長着任挨拶
交通安全功労者表彰
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